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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年7月2日(2009.7.2)

【公表番号】特表2009-503665(P2009-503665A)
【公表日】平成21年1月29日(2009.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-004
【出願番号】特願2008-523404(P2008-523404)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｋ  19/073    (2006.01)
   Ｇ０９Ｃ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｐ
   Ｇ０９Ｃ   1/00    ６６０Ａ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｈ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｅ
   Ｇ０６Ｆ  15/00    ３３０Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月14日(2009.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接触通信手段（４；１４）と、
　非接触通信手段（６；１６）と、を備え、
　前記接触通信手段を介する指示の事前の受信に応じて、少なくとも前記非接触通信手段
を介する一定のデータの交換を認証する手段（２、Ｋ；１２）を特徴とする、電子エンテ
ィティ。
【請求項２】
　前記指示によって制御される活性化情報を格納する手段（１８）と、
　前記活性化情報が存在する場合、前記非接触通信手段を介する前記データの交換を認証
する手段（１２）と、
を特徴とする、請求項１に記載の電子エンティティ。
【請求項３】
　前記活性化情報が存在しない場合、前記非接触通信手段を介する前記データの交換を禁
止する手段を特徴とする、請求項２に記載の電子エンティティ。
【請求項４】
　前記非接触通信手段が、アンテナ（６）を備え、
　前記交換を認証する手段が、前記指示に基づいてマイクロ回路（２）に前記アンテナの
接続（Ｋ）を指示する手段（２、ＣＭＤ）を備える、ことを特徴とする請求項１に記載の
電子エンティティ。
【請求項５】
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　マイクロ回路カードであることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の電
子エンティティ。
【請求項６】
　非接触通信手段を備える電子エンティティと通信する接触通信手段を備える端末であっ
て、
　前記接触通信手段を介して、少なくとも前記非接触通信手段を介する一定のデータの交
換を条件設定するための指示を送信する手段を特徴とする端末。
【請求項７】
　請求項６に記載の携帯端末。
【請求項８】
　接触通信手段と非接触通信手段とを備える電子エンティティを制御する方法であって、
　前記接触通信手段を介して活性化指示を受信するステップ（Ｅ６；Ｅ２０）と、
　前記活性化指示を受信したとき、少なくとも前記非接触通信手段を介する一定のデータ
の交換を認証するステップ（Ｅ８；Ｅ２４）と、を特徴とする方法。
【請求項９】
　前記認証するステップによって条件設定される、前記非接触通信手段を介して前記デー
タを交換するステップ（Ｅ１０，Ｅ１２；Ｅ３８，Ｅ４２）を特徴とする、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　活性化情報に予め定められた値を設定する（Ｅ２４）ことによって前記認証するステッ
プを実行し、前記条件設定された交換するステップは、
－前記活性化情報の値が前記予め定められた値に等しいことを確認するステップ（Ｅ３４
）と、
－前記確認が肯定である場合のみ、前記非接触通信手段を介して前記データを交換するス
テップ（Ｅ３８，Ｅ４２）と、を備えることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　特定の時間において、前記活性化情報に前記予め定められた値の補数値を設定するステ
ップ（Ｅ４０）を特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　特定の時間において、前記データの交換を禁止するステップ（Ｅ１６）を特徴とする、
請求項８または９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特定の時間は、前記非接触通信手段による通信コマンドの終了の受信（Ｅ１４）に
対応することを特徴とする、請求項１１または１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記特定の時間は、タイムディレイによって決定されることを特徴とする、請求項１１
または１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記非接触通信手段を介して予め定められた数のコマンドを受信した後に前記特定の時
間に達することを特徴とする、請求項１１または１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記特定の時間は、通信初期化ステップ（Ｅ３８）の完了に対応することを特徴とする
、請求項１１または１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　非接触通信手段を備える電子エンティティをカスタマイズする方法であって、
　少なくとも非接触通信手段を介する一定のデータの交換を条件設定するための活性化情
報を書き込むステップを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記電子エンティティは、接触通信手段を備え、
　前記接触通信手段を介して指示を受信したとき前記活性化情報を変更することができる
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ことを特徴とする、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記活性化情報を変更する条件を示す設定情報を書き込むステップを特徴とする、請求
項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　非接触通信手段を備える電子エンティティをカスタマイズする方法であって、
　少なくとも前記非接触通信手段を介する一定のデータの交換を条件設定するための活性
化情報を変更する条件を示す設定情報を書き込むステップを特徴とする方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この状況において、本発明によって、接触通信手段を介して、事前の指示の受信機能と
して、少なくとも非接触通信手段を介する一定のデータの交換を認証する手段を特徴とす
る、接触通信手段および非接触通信手段を備える電子エンティティが提案される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　したがって、例えば端末による接触接続によって、非接触通信手段を介するデータの交
換が可能か否かを管理することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、想定可能な第１の実施例において、電子エンティティは、前記指示によって制御
される活性化情報を格納する手段と、前記活性化情報が存在する場合、前記非接触通信手
段を介する前記データの交換（送信および／または受信）を認証する手段と、を備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、補足的方法として、電子エンティティは、前記活性化情報が存在しない場合、前
記非接触通信手段を介する前記データの交換を禁止する手段を備えてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　前記非接触通信手段がアンテナを備える場合、想定可能な第２の実施例によれば、前記
交換を認証する手段は、前記指示に基づいてマイクロ回路にアンテナの接続を指示する手
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段を備える。この場合、データ交換（例えば、送信および／または受信）の認証および禁
止は、特に効果的である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、本発明によれば、非接触通信手段を備える電子エンティティと通信する接触通信
手段を備える端末であって、前記接触通信手段を介して、少なくとも前記非接触通信手段
を介する一定のデータの交換を条件設定するための指示を送信する手段を特徴とする端末
が提案される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　この端末によって、電子エンティティの非接触通信手段による交換の認証を管理するこ
とができる。この認証に関係する交換は、データの送信および／または受信の場合がある
。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　この端末は、携帯用であってもよい。特に、電子エンティティの非接触通信手段による
交換の認証を管理するアドホック携帯端末である場合がある。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明は、接触通信手段および非接触通信手段を備える電子エンティティを制御する方
法をさらに提案するが、この方法は、以下のステップを特徴とする。
－前記接触通信手段を介して活性化指示を受信するステップ。
－前記活性化指示を受信したとき、少なくとも前記非接触通信手段を介する一定のデータ
の交換を認証するステップ。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　このように、非接触通信手段を介するデータの交換が可能か否かを活性化指示によって
指示するため、既に述べた利点を有する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　この方法では、前記非接触通信手段を介して前記データを交換（送信および／または受
信）するステップは、例えば、前記認証するステップによって条件設定される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　実行可能な一実施例において、活性化情報に予め定められた値を設定することによって
前記認証するステップを実行し、前記条件設定された送信するステップは、以下のステッ
プを備える。
－前記活性化情報の値が前記予め定められた値と等しいことを確認するステップ。
－前記確認が肯定である場合のみ、前記非接触通信手段を介して前記データを交換（例え
ば、送信）するステップ。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　前記特定の時間を前記非接触通信手段による通信コマンドの終了の受信に対応させ、指
示によって通信を１回だけ認証できるようにすることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　前記非接触通信手段を介して予め定められた数のコマンドを受信した後、前記特定の時
間に達することができ、前記認証の使用可能性を制限することができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　最後に、本発明によれば、非接触通信手段を備える電子エンティティをカスタマイズす
る方法であって、少なくとも前記非接触通信手段を介する一定のデータの交換を条件設定
するための活性化情報を書き込むステップを特徴とする方法が提案される。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　本方法は、前記活性化情報の変更のための条件を示す設定情報を書き込むステップをさ
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らに備えることがある。こうして、使用する回路を変更せずに、カスタマイズ中に後続の
使用に従って非接触通信手段の使用が可能か否かに関して電子エンティティを設定するこ
とができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　動作の開始時（好ましくは、例えば、ＩＳＯ標準１４４４３－３で定義されるように、
初期化プログラムおよびコリジョン防止プログラムの実行中など、マイクロ回路１２によ
って実行されるプログラムの最初のステップ中）に、マイクロ回路１２は、書換え可能メ
モリ１８において活性化ビットを読み取りにいく（ステップＥ３２）。
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